
 
 

令和６年８月 21 日 

 

各  位  

 

国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課 

建築技術調整室 課長補佐（施工基準担当） 

    木材利用推進室 課長補佐       

 

 

「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）令和７年版 ２次案」等について（照会） 

 

 

日ごろ、官庁営繕事業にご理解を賜り厚くお礼申し上げます。 

標記について、関連業界団体等のご意見を踏まえ、改定２次案をとりまとめましたので、

ご意見の有無について、下記によりメールにて提出をお願いします。昨今の施工実態や関連

する規格等の改定等により改定が必要な事項等がありましたら、併せて提出をお願いします。 

 

記 
 
１．対  象 ①公共建築工事標準仕様書（建築工事編）令和７年版 ２次案 

②公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）令和７年版 ２次案 

③公共建築木造工事標準仕様書 令和７年版 ２次案 

 

２．提出方法  【別添】「公共建築工事標準仕様書等令和７年改定意見登録様式」による 

           ※改定意見の根拠となる資料等がございましたら、様式と合わせてご

提出ください。 

※提出いただいたご意見等に関し、必要に応じて、ヒアリング等をお

願いすることがございます。 

 

３．提出先   国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課建築技術調整室 

施工基準係 河本 kawamoto-f8310@mlit.go.jp 

鈴木 suzuki-h2fk@mlit.go.jp 

 

４．提出期限  令和６年９月 30日（月）17時まで 

 

（問い合わせ先） 

  国土交通省 大臣官房官庁営繕部 整備課 

〒100-8918 東京都千代田区霞が関 2-1-2 

TEL：03-5253-8111 

・①、②に関すること 建築技術調整室  河本 内線 23464 kawamoto-f8310@mlit.go.jp 

うち、構造に関すること  原  内線 23454 hara-h8311@mlit.go.jp 

・③に関すること   木材利用推進室  安生 内線 23475 anjyou-y8310@mlit.go.jp 



 
（参考）今後の改定作業スケジュール（予定）  

令和７年３月  標準仕様書等令和４年版の制定 

 

（参考）公共建築工事標準仕様書等に規定する材料、工法 

公共建築工事標準仕様書等は、公共工事標準請負契約約款に準拠した契約書により発

注される公共建築工事において使用する材料、工法等について標準的な仕様を取りまと

めたものであり、当該工事の設計図書に適用する旨を記載することで請負契約における

契約図書のひとつとして適用されるもので、建築物の品質及び性能の確保、設計図書作

成の効率化並びに施工の合理化を図ることを目的としています。 

そのため、全国で実施される公共建築工事において建築物に必要な品質及び性能を確

保するため、標準仕様書等に規定する材料、工法等については、主に次の内容を考慮し

ています 

 

 

 

 

 

 

 

 

・規格が統一化又は標準化されていること。 

・信頼性及び耐久性を有し、安全性及び環境保全性が確保されていること。 

・地域的に偏在したものでなく、全国的な市場性があること。 

・特許等に関連するもの又は特定の企業等に限定されるものではないこと。 

・適切な実績があること。  


